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はじめに 
 
 研究開発の評価は、研究開発活動の効率化・活性化を図り、
優れた成果の獲得や研究者の養成を推進し、社会・経済への還
元等を図るとともに、国民に対して説明責任を果たすために、
極めて重要な活動である。中でも、大規模な研究開発その他の
国家的に重要な研究開発については、国の科学技術政策を総合
的かつ計画的に推進する観点から、総合科学技術会議が自ら評
価を行うこととされている（内閣府設置法 第２６条）。 
 
 このため、総合科学技術会議では、新たに実施が予定される
国費総額が約３００億円以上の研究開発について、あらかじめ
評価専門調査会が、必要に応じて専門家・有識者を活用し、府
省における評価結果も参考として調査・検討を行い、その結果
を受けて評価を行い、その結果を公開するとともに、評価結果
を推進体制の改善や予算配分に反映させることとしている（総
合科学技術会議 平成１５年３月２８日）。 
 
 「第３次対がん１０か年総合戦略」は、「対がん１０カ年総合
戦略」(1984-1993)と、「がん克服新１０か年戦略」(1994-2003)
に引き続き、平成１６年度からの１０年間の戦略として厚生労
働省と文部科学省により取りまとめられたもので、初年度にお
ける関連研究開発の概算要求額は約２１６億円である。総合科
学技術会議では、過去２０年間の成果や関連研究開発も念頭に
置きつつ、本戦略に基づき継続及び新規に実施される研究開発
を対象に、評価専門調査会において当該分野の専門家や有識者
を交え調査・検討を行い、その結果を踏まえて評価を行った。 
 
 本報告書は、この評価結果をとりまとめたものである。総合
科学技術会議は、本評価結果を関係大臣に意見具申し、推進体
制の改善や資源配分への反映を求めるとともに、評価専門調査
会においてその実施状況をフォローすることとする。 
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審議経過 
 
 ９月１１日 評価専門調査会 
       評価対象、担当議員・委員、進め方を確認 
 
 ９月１８日 第１回評価検討会 
       ヒアリング、追加質問と論点候補の抽出 
       ⇒追加質問を回収し府省へ対応を要請 
 
９月３０日 第２回評価検討会 

       追加ヒアリング、論点整理 
       ⇒評価コメントを回収し中間とりまとめを作成 
 
１０月１５日 評価専門調査会 
       中間とりまとめの検討 
 
１１月 ４日 第３回評価検討会 
       評価原案の検討 
 
１１月１９日 評価専門調査会 
       評価案の検討 
 
１１月２５日 総合科学技術会議 
       審議・結論 
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１．評価の実施方法 
 
（１）評価対象 

『第３次対がん１０か年総合戦略に基づく研究開発』 
【文部科学省・厚生労働省】 

 
○ 平成１６年度予算概算要求額：216 億円 

革新的ながん治療法の開発にむけた研究の推進、重粒子
線がん治療研究、厚生労働科学研究費補助金（第３次対
がん総合戦略研究経費）、小型加速器開発特別プロジェ
クト、その他（科学研究費補助金、他） 

○全体計画：１０年間･総額未定 
 
（２）評価目的 

「第３次対がん１０か年総合戦略」の開始に際し、国の
科学技術政策を総合的かつ計画的に推進する観点から、本
戦略に基づき実施される研究開発の評価を行う。 
評価においては、本戦略に基づき継続及び新規で平成１

６年度より実施される研究開発はもとより、これまでの「が
ん克服新１０か年戦略」の目標達成度及び継続実施される   
「がん研究助成金」との連携・役割分担、さらに「第３次
対がん１０か年総合戦略」に基づき平成１７年度以降に実
施する研究開発の方向性について、その必要性、効率性、
有効性等を検討する。 
 

（３）評価者の選任 
 評価専門調査会において、有識者議員、専門委員数名が
中心になり、さらに外部より当該分野の専門家、有識者の
参加を得て、評価検討会を設置した。 
 当該分野の専門家、有識者の選任においては、評価専門
調査会会長および会長により指名された評価検討会座長が
その任に当たったが、この際、予算概算要求段階において、
当該研究開発に参加が予定されている研究者を排除した。 
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（４）評価時期 

 予算概算要求された大規模新規研究開発を対象とする評
価であり、その結果を推進体制の改善や資源配分に反映さ
せる必要があるため、予算概算要求提出後、９月より調査・
検討を開始し、年内に評価結論を得ることとした。 

 
（５）評価方法 
① 過程 
○第１回評価検討会において、当該研究開発の担当課室長・

研究責任者（予定）から研究開発概要のヒアリング[参考１]
を行い、②の調査・検討項目を念頭に問題点や論点候補に
ついて議論した。これを踏まえ、評価検討会委員から追加
質問を回収し、府省へ対応を要請[補足１]した。 

○第２回評価検討会において、質問事項についての追加ヒア
リング[参考２]を行い、評価の視点(論点・考慮すべき事項)
について(案)[補足２]を参考にして、問題点や論点に対す
る考え方を議論した。これを踏まえ、評価検討会委員から
評価コメントを回収[補足３]し、評価検討中間取りまとめ
[補足４]を作成した。 

○評価専門調査会において、評価検討中間取りまとめに基づ
き検討を行い、更に検討が必要な項目を明らかにした。 

○第３回評価検討会において、府省から関連事項[補足５]に
ついて追加ヒアリング[参考３]を行い、評価原案を作成し
た。 

○評価専門調査会において、評価案の検討を行い、総合科学
技術会議本会議において、審議を行い結論を得た。 

 
② 項目 

 評価検討会では下記項目について調査・検討した。 
Ａ．科学技術上の意義 

当該研究開発の科学技術上の目的・意義・効果。 
Ｂ．社会・経済上の意義 
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当該研究開発の社会・経済上の目的・意義・効果。 
Ｃ．国際関係上の意義 

国際社会における貢献・役割分担、外交政策との整合
性、及び国益上の意義・効果。 

Ｄ．計画の妥当性 
目標・期間・資金・体制・人材や安全・環境・文化・
倫理面等からの妥当性。 

Ｅ．成果、運営、達成度等 
投入資源に対する成果、運営の効率性、及び目標の達
成度等。評価結果の反映状況の確認等。 

（ただし、Ｅについては、新規研究開発であることから、
その内容を考慮。） 

 
③ その他 

 評価検討会は非公開としたが、資料は原則として検討会
終了後に公表し、議事録は発言者による校正後に発言者名
を伏して公表した。 

 
２．評価結論 
 
（１）総合評価 

「第３次対がん１０か年総合戦略」は、我が国の死亡原
因の第一位であるがんについて、平成１６年度から１０年
間で、「がんの罹患率と死亡率の激減」という目標を達成す
るため、研究、予防及び医療を総合的に推進するものであ
る。これは、第１次の「対がん１０カ年総合戦略」（1984- 
1993）と、これに続く第２次の「がん克服新１０か年戦略」
（1994-2003）の成果を踏まえ、厚生労働省及び文部科学省
が合同で設置した「今後のがん研究のあり方に関する有識
者会議」の提言に基づいて取りまとめられた。今回の評価
では、過去２０年間の成果や関連研究開発も念頭に置きつ
つ、本戦略に基づき継続及び新規で実施される研究開発を
対象に評価を行った。 
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 現在、我が国では、高齢社会の進展に伴い、がん患者の
潜在的な増加が予測されており、政府として戦略的にその
予防・治療成績の向上に取り組むことは、国民福祉の観点
からも極めて重要である。その中で、研究開発は、がんの
本態解明を進め、有効な予防法や治療法を開発する上で、
中核的な役割を担うものである。 
これまでの２０年間の取り組みにおいては、がんの特性

の解明に向けた研究が大きく進むとともに、画期的な診
断・治療につながる基礎的研究の成果が得られ、また、診
断・治療法の開発においても着実な進展が認められた。今
回提案されている研究開発では、これまでの基礎的研究の
成果を革新的治療法の開発に結びつけたり、個々人に最適
の医療を提供することが重視されており、総合的に推進す
ることが適当である。 
一方、「第３次対がん１０か年総合戦略」を推進していく

上で、研究開発の重点の置き方や運営の在り方について、
以下の指摘事項への対応が必要と認められた。今後、全体
的な資源の配分や推進体制の構築、新たな研究開発の提案
や採択等において、適切な対応を求めるものである。 
また、「がんの罹患率・死亡率の激減」を目指す上で、社

会情勢の変化や医療経済的な視点も含めた詳細な疾患動態
の予測・分析を行い、これに基づき明確な数値目標を設定
し、実践的な対策を立案・推進することが重要である。さ
らに、がんの予防は医療経済的にも重要であり、特に諸外
国において、禁煙に対する政策的な取り組みの進展に伴っ
て各種がん罹患率の顕著な低下が認められている。今後、
我が国における研究開発施策の実施においても、これらの
視点からの取り組みを強化して行く必要がある。 

 
（２）指摘事項 
① 資源投入の重点化について 

 対がん総合戦略は、１９８４年の「対がん１０カ年総合
戦略」開始以来、長期間に多額の資金を投入し、基礎から
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臨床にわたる多様な研究開発を推進することにより、がん
発生の基本的な機構の解明や新規診断・治療法の開発等に
着実な成果を上げてきた。また、がん研究として実施され
た研究開発が、結果として基礎的な生命科学の発展に幅広
く寄与した側面も認められる。 
しかしながら、近年基礎的な生命科学が急速に進展し、

その研究開発を支援する資金も充実する中で、対がん戦略
に基づく研究開発においては、がん対策に直接結びつく、
より具体的な成果の社会還元が求められる状況となってい
る。今般、新たに１０年間の総合戦略を開始するにあたっ
ては、「がん罹患率・死亡率の激減」という目標を達成する
ために、応用・臨床研究に資源を重点的に投入する必要が
ある。その際、これまで２０年間の基礎的研究の成果やポ
ストゲノム研究等から得られる新たな知見を有効に活用す
るとともに、国民の福祉に直結する課題に重点を置くこと
が重要である。 
一方で、多様かつ複雑ながんの本態解明までにはなお多

くの課題が残され、これらへの取り組みが将来の革新的な
診断・治療法の開発に結びつくことから、基礎的研究が重
要であることは言をまたない。したがって、最近投入資源
の拡大が図られた生命科学分野の基礎研究との連携を強化
しつつ、総合的な充実を図っていく必要がある。 

 
② 医療経済的に効率的な予防・治療について 

平均寿命が延伸し高齢社会が進展する我が国においては、
今後もがん患者数は高位に推移し、国民の医療費負担も増
加を続けると考えられる。こうした中で、限られた資金で
より良い医療を提供することを目指し、常に医療経済的な
視点を念頭において、予防・治療の研究開発を推進してい
くことが重要である。 
特に予防は医療経済的に優れていると考えられ、より実

践的な予防法の開発が求められる。疫学的研究結果に基づ
く生活習慣の改善や効果的な予防のための研究開発を一層
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強力に推進する必要がある。 
また、重粒子線治療や分子標的薬を初めとする革新的な

診断・治療法の開発においても、単に治療成績上の有効性
の検討に留まらず、医療経済性を十分に考慮して、その開
発を行う必要がある。 
なお、医療経済性の検討においては、直接的な診断・治

療費用のみならず、逸失労働力等のコストも含めた総合的
な視点が重要である。 
 

③ トランスレーショナル・リサーチについて 
基礎研究の成果を迅速に実用化に結びつけ、社会に具体

的に還元していくために、基礎的研究成果を臨床へ応用す
るトランスレーショナル・リサーチを推進することが、第
３次の１０か年戦略として特に重要と考えられる。この際、
臨床試験のための病院ネットワークの整備や支援体制の充
実、実用化に向けた迅速・適切な産業への橋渡しが重要で
あり、このための厚生労働省と文部科学省との連携等に特
に留意する必要がある。特に日本臨床腫瘍研究グループ（Ｊ
ＣＯＧ）のような主要がん研究医療機関のネットワークを
計画的に整備・充実し、この基盤を活用してトランスレー
ショナル・リサーチを推進することが、短期間に正確なデ
ータを取得する上で有効と考えられる。 
また、海外先進医療施設との共同研究により国際的な標

準医療を確立したり、将来的にがん以外の疾患の診断・治
療にも寄与するような臨床研究の基盤形成に努めたりする
必要がある。 
 

④ 推進体制について 
対がん総合戦略では、これまで厚生労働省と文部科学省

が連携して戦略を策定してきたが、推進段階での両省の連
携は十分ではなかった。「第３次対がん１０か年総合戦略」
では、生命科学の進展や基礎的研究の成果を予防・治療等
へ提供できる研究開発を一層推進することとしており、両
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省が一体となって戦略を推進することが極めて重要である。 
 したがって、本戦略に基づき実施される研究開発を統括
して推進するため、両省合同の会議体を組織し、ここにが
んの専門家を中心として、異分野の研究者や有識者、必要
に応じて関係学会の参画を求めるとともに、この会議が研
究開発の総合的な推進に一定の権限を持つことが適当であ
る。この際、海外のがん研究体制との連携強化や、国内外
の第一線の研究者による評価の活用も重要である。また、
推進にあたっては、一連のポストゲノムプロジェクトやが
ん研究助成金等の関連研究開発と十分な連動が図られる仕
組みや、がん研究の重要性や成果について広く社会の理解
を得る努力が重要である。 
今後、その具体的な組織の在り方や推進方法について、

両省で十分に検討して実施することが求められる。 
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